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分類 番号 ご質問・ご意見・ご要望等 回答 
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つ
い
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1 今後行われる工事について予定を教えてください。 主な今後の工事の予定については、下記のとおりです。 

・令和 9 年 9 月 17 日：本工事完了 

・令和 10 年 1 月から 11 月：既存校舎の解体工事 

・令和 10 年 12 月から令和 11 年 10 月：グラウンド整備工事 

2 当初の予定より工期が延びた理由を詳しく教えてください。 

 

昨年 12 月に行われた本工事の入札が不調になったこと及び建設業におけ

る全国的に深刻化する人手不足や働き方改革の推進などの社会情勢の変化

に対応したためです。 

３ これ以上、工事が延伸しないと確約は可能でしょうか。 今後の工事について、予定通り進められるように努めてまいりますが、今後

の工事状況や入札状況等により変更する場合がございます。その際は速やか

にお知らせさせていただきます。 

４ 入札以外の方法で業者を選定することはできないのでしょ

うか。 

地方自治法の規定により、原則一般競争入札を行う必要があります。 

５ 2026 年度（2027 年３月）の卒業式で体育館を使用すること

は可能でしょうか。 

工事中のため、避難経路確保等の理由から使用することができません。 

作
業
に
つ
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６ 本工事を行う上での粉塵対策についてはどのように考えて

いるのでしょうか。 

 

本工事の粉塵対策については以下のとおり行い、近隣住民の方に配慮して進

めるよう指導してまいります。 

・こまめに散水を行います。 

・周囲に仮囲い・シートを設けます。 

７ 交通誘導員の配置時間は何時から何時までですか。 作業時間である 8 時から 17 時までを予定しています。 

８ 交通誘導員の配置人数について、教えてください。 

 

原則、日中の作業時間中は 3 名、タワークレーン設置後は 4 名配置します。

残土搬出、コンクリート打設等の車両の出入りが多い時期については適宜増

員し、安全管理を徹底するよう指導してまいります。 

９ 北側道路は、工事期間中は通行止めにするのでしょうか。 原則、通行止めにはいたしません。 

ただし、タワークレーン作業中、その直下の道路部分については、所管警察

の指導に基づき、適切に交通誘導員を配置したうえで、通行を一部制限いた

します。 
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10 令和 11 年度まで校庭が使用できませんが、日常の運動場所

は検討していますか。 

 

児童の運動機会を多様化し、健康増進を図るために様々な取り組みを行って

います。 

１ 運動場所の拡大： 

体育館を主な運動の場としつつ、旧校舎屋上・新校舎屋上を活用してい

ます。また、近隣校である大森七中学校を活用した学習も行っています。 

２ 時間の有効活用： 

朝の時間を利用し、月に数回の運動時間を設定しています。 

また、体育朝会では、教室内でも運動に取り組める様な ICT 資料を活用

し、教室内でも活動を行っています。 

掃除の時間配分を工夫し、昼休みに運動できる時間を確保しています。 

３ 新しい取り組み： 

令和４年度より、コオーディネーショントレーニングを導入しました。 

これらの取り組みにより、児童がより多様な運動経験を積めるよう努め

ています。 

【コオーディネーショントレーニング(Co-ordination Training)】 

運動を早く学習できるようにするための学ぶ力を得ることを目的とした

トレーニング。寝返りをして立つ、ゆっくりと這うなどの運動発達に沿っ

た単純な動きを中心とし、身体、脳、心に刺激を与え、能力発達を目指す。 

11 近隣の公園を使用することはできないのでしょうか。 校庭の代替として近隣の公園を使用することが困難である旨、ご理解いただ

きたく存じます。 

1. 安全管理の課題： 

o 学校から離れた場所での児童の監督が難しく、安全確保に懸

念があります。 

o 公園には一般の方も利用するため、不審者対策等のセキュリ

ティ面で課題があります。 

2. 移動時間の問題： 

o 公園への往復に時間がかかり、実質的な運動時間が減少して

しまいます。 



3. 施設・設備の制約： 

o 学校教育に必要な専門的な運動器具や設備が公園には整って

いません。 

o 体育の授業で必要な線引きやコート設定が困難です。 

4. 他の公園利用者への配慮： 

o 大人数での定期的な使用は、他の公園利用者の方々の妨げに

なる可能性があります。 

5. 法的・行政的な制約： 

o 公園の使用目的や利用規則との整合性を図る必要がありま

す。 

これらの理由により、現時点では公園を校庭の代替として恒常的に使用する

ことは困難であると判断しております。児童の教育環境と安全を最優先に考

え、校内での運動機会の確保に努めてまいります。皆様のご理解とご協力を

お願い申し上げます 

 

そ
の
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12 今回の改築工事や工期延伸について、こどもにはどう説明す

れば良いのでしょうか。 

全校朝会の際に、学校長から児童に改築工事の現況について適宜説明いたし

ます。また、担任の教員からも、児童が理解できるように学年に合わせた説

明を行う予定です。 

13 工事の進捗状況の発信方法について教えて下さい。 

 

区のホームページや学校だよりを活用して、工事の進捗状況等を近隣や保護

者の皆様に周知いたします。 

14 既存の体育館は少し暗いイメージがあります。 現状、体育の授業等を行う上での支障はございません。改修工事等の予定は

ありませんが、既存施設に関しましても、引き続き安全・安心で快適な施設

になるよう環境確保に努めてまいります。 

 


